
秋田県動物愛護団体活動支援事業審査委員会設置要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、秋田県動物愛護団体活動支援補助金交付要領第７条の規定に基づ 

き設置する秋田県動物愛護団体活動支援事業審査委員会（以下「審査委員会」という。）

の組織及び運営に関して、必要な事項を定める。 

 

（所掌事務） 

第２条 審査委員会の所掌事務は、動物愛護団体活動支援事業の補助対象団体の審査 

選考を行うものとする。 

 

（組織） 

第３条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者をもって構成するものとする。 

（１）生活環境部生活衛生課長 

（２）生活環境部県民生活課長  

（３）人口戦略部人口戦略課長 

（４）動物愛護センター所長 

３ 委員の任期は最長１年とする。ただし、再任を妨げない。また、委員が欠けた場合

における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 審査委員会の委員長は、生活環境部生活衛生課長とする。委員長は、審査委員会を

代表し、会務を統括する。 

５ 審査委員会の事務局は、生活環境部生活衛生課に置く。 

 

（開催方法等） 

第４条 審査委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 審査委員会は、全委員が出席しなければ成立しない。 

３ 委員長は、審査のために必要と認めるときは、委員以外の者で専門的知識を有す 

るものに出席を求め、または事前に文書で、説明又は意見を徴することができる。 

４ 審査委員会は非公開とし、審査委員会の出席者は議事の内容を他に漏らしてはな 

らない。 

５ 委員は、審査委員会に出席できないときは、代理人を出席させることができる。 

 

（審査方法等） 

第５条 審査委員会は、第２条に定める所掌事務について、別に定める審査要領に基

づき、審査を行わなければならない。 

 

附 則 

 この要領は、令和８年４月２４日から施行する。 


